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児童部

【目的】
乳幼児期、学齢期、学齢期以降等のライ
フステージに沿って、保健、福祉、保育、
教育の機関と連携し、切れ目ない一貫した
支援の提供体制の強化を図る

【目的】
障がい、あるいはその疑いのある児童と
その家族の多様なニーズに継続的、かつ総
合的に対応するため、関係機関相互の連携
体制の充実を図る
医療的ケア児支援のための関係機関の協
議の場として位置付け

●地域のインクルージョン推進に向けた関係機関連携の取組状況
◆療育システム推進協議会・・・・・・障がい児施策の検討の場（庁内のみの構成機関で具体的な施策を検討）
◆吹田市域療育等関係機関連絡会・・・障がい児課題の共有の場（障がい児を取り巻く環境や課題について共有）

【構成機関】
大阪府：こども家庭センター
支援学校：吹田支援学校、摂津支援学校

箕面支援学校
医療機関：吹田市民病院
民間事業所：済生会吹田療育園
児童部：すこやか親子室、家庭児童相談室

こども発達支援センター（杉の子学園、わかたけ園、地域支援センター）
福祉部：障がい福祉室
学校教育部：学校教育室、教育センター
地域教育部：放課後子ども育成室

【構成機関】
児童部：のびのび子育てプラザ

保育幼稚園室
すこやか親子室
こども発達支援センター
（地域支援センター、杉の子学園、わかたけ園）

福祉部：障がい福祉室、
学校教育部：学校教育室、教育センター
地域教育部：放課後子ども育成室

最近の主な案件

〇就学前施設における発達支援のあり方
について
・発達支援制度の再構築
（巡回相談拡充など）

〇５歳児健康診査について
・５歳発達Webアンケート
・就学前情報の引継方法 など

最近の主な案件

〇各関係機関からの報告
・障がい児に関する取組や課題

〇医療的ケアを要する児童の実数把握

〇医療的ケア児相談窓口からの報告

〇医療的ケアを要する児童の支援者
（訪問医療）からの報告
・現状と課題の共有

療育システム推進協議会 吹田市域療育等関係機関連絡会

〇当事者とその家族や支援者の意見がより反映される仕組み
〇当事者目線やよりきめ細やかな視点で課題を掘り起こし、施策の検討に繋げる仕組み

今後必要な仕組み
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